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 杉並区立済美教育センター 教育相談 

会計年度任用職員(一般)【教育相談員】募集案内 
 

令和６年１１月１８日 

杉 並 区 

 

【１】 採用区分及び応募資格等 

（１） 採用区分等 

採 用 区 分 勤 務 態 様 採用予定数 勤 務 場 所 

会計年度任用職員（一般） 
教育 

相談員 

月１６日／ 

１日７時間４５分 
若干名 

済美教育センター教育相

談室 または 

適応指導教室（区内４所） 

   

（２） 仕事内容 

① 教育相談 

       区内の児童・生徒及びその保護者、教員、関係者からの相談を受け、カウンセリングや心

理検査など専門的な教育相談支援業務を行う。 

② 不登校相談支援 （適応指導教室 小集団指導含む 宿泊を伴う事業あり） 

 

（３） 任用期間 

   任用年月日から令和７年３月３１日まで 

    ※条件付採用期間（試用期間）１か月 

※更新制度あり 

（代替する職員の育児休業期間に応じて、１年度ごとに１回まで） 

     

 （４） 応募資格 

① 以下の要件に該当する方 

臨床心理士（臨床心理学系の資格を含む）で教育相談の仕事に意欲のある者、経験のある

者（資格取得見込みも含む） 

② 次に掲げる事項に該当する方は、応募できません。 

 

 

 

 

 

 

【２】 申込方法 

所定の申込書に必要事項を記入し、次により申し込んでください。（相談経験者はその内容を詳

細に記載のこと） 

１ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

 ２ 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 

 ３ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを 

    主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 
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申込方法 申  込  期  限 送付先・申込場所 

郵 送 

または 

持 参 

随時受付 

（持参の場合は土曜、日曜、祝日、年末年始

を除く午前８時３０分から午後５時まで） 

〒１６８－００６８ 

杉並区永福４－２５－４ 

杉並区立済美教育センター 

教育相談室  

インターネ

ット 
随時受付 

下記のＵＲＬ・二次元コードから申込 

       
https://logoform.jp/form/Y4gR/796978 

※ 郵送で申し込む場合には、封筒の表面に「済美教育センター教育相談室 会計年度任用職

員（一般）【教育相談員】採用選考申込書在中」と赤字で明記し、必ず簡易書留により郵

送してください。簡易書留によらないものの事故については一切の責任を負いません。 

※ 応募書類は返却いたしません。収集した個人情報は、杉並区個人情報保護条例に基づき、

適切に管理し、規定の保存年限経過後に廃棄します。 

 

【３】 第一次選考 

方  法 書類選考 

所定の申込書により書類選考を行います。 

（所定の申込書以外は使用不可） 

※ 申込書は今回の選考にのみ利用し、その他の目的には利用いたし 

ません。 

合格発表 

 

合格者には、二次選考の案内を電話または書面で通知します。 

＊第一次選考不合格者への通知は書面で発送します。 

 

【４】 第二次選考 

日時・場所 

（予定） 

日時：随時実施（時間等の詳細は第一次選考合格通知にてお知らせします。） 

○杉並区立済美教育センター教育相談室 

（杉並区永福４－２５－４） 

 交通機関：京王井の頭線西永福駅下車徒歩 10分または永福町駅下車徒歩 12分 

方  法 面  接 
会計年度任用職員として必要な基礎的知識等について個別面接を 

行います。 

合格発表 当該選考実施後、合否を含めて随時連絡します。 

 

【５】 報酬・手当 

  月額 ２２１，７６０円（令和６年４月１日現在）（地域手当に相当する報酬を含みます） 

※１ 再度任用された場合、経験加算（昇給）があります。また、特別区人事委員会勧告

に基づく給与改定があった場合、報酬額が増減することがあります。 

※２ 通勤費を支給します。（上限１か月５５，０００円まで） 

※３ 採用前に報酬改定等があった場合はそれによります。 

※４ 期末手当を支給します。（６か月以上の任用期間がある場合に支給します。ただし

勤務時間が１週１５時間３０分未満かつ勤務日数が１週２日以下の場合には支給対
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象外です。） 

 

【６】 勤務条件・休暇 

◇ 勤務日は原則として月曜日から土曜日（第５土曜日を除く）までの間で、月１６日勤務です。 

◇ 勤務時間は原則として午前８時３０分から午後５時１５分までの１日７時間４５分勤務です。 

（休憩時間は別途６０分）火曜日、木曜日は午前１０時３０分～午後７時１５分の場合もあり

ます。 

◇ 公務のため必要がある場合は所定の勤務時間を超えた勤務(超過勤務)となることがあります。 

◇ 年次有給休暇が勤務日数に応じて付与されます。 

◇ 慶弔休暇、夏季休暇、子育て支援や介護に関する休暇などの制度があります。 

（ただし、勤務形態によって付与される休暇が異なります。） 

 

【７】 社会保険・福利厚生 

◇ 社会保険（健康保険・厚生年金保険）及び雇用保険に加入します。 

なお、健康保険は東京都職員共済組合のものになります。  

◇ 年１回、一般的な健康診断が受けられます。 

◇ 労働災害補償又は公務災害補償の対象となります。 

◇ 杉並区職員互助会に加入することができます。（期末手当該当者のみ） 

 

【９】 服務・人事評価 

常勤職員と同様に、服務の宣誓、法令及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の 

禁止、守秘義務、職務専念義務、政治的行為の制限が適用されるとともに、人事評価、分限処

分、懲戒処分の対象となります。 

 

【１０】 会計年度任用職員とは 

  会計年度任用職員とは、令和２年度から新たに創設された地方公務員法第２２条の２第１項第 

１号に基づく一般職の非常勤職員です。常勤職員が担う業務の遂行を補完する職として採用され 

ます。 

 

【１１】 その他 

選考試験を辞退する場合は、問合せ先まで必ず連絡してください。 

選考結果に関する問い合わせには、一切回答しません。 

 

【１２】 申込み・問合せ先 

杉並区立済美教育センター教育相談係 

〒１６８－００６４ 

東京都杉並区永福４－２５－４ 

ＴＥＬ：０３－６３７９－５４９１ 

杉並区役所ホームページ  https://www.city.suginami.tokyo.jp 

  


